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1．はじめに

本稿は、非西洋的な歴史観から国際会計研究、
とりわけ会計制度類型化研究を構築しなおそう
とする場合、どのような研究上の論点が現れる
のか検討することを目的としている。ここでいう
非西洋的歴史観とは、具体的には、梅棹忠夫に
よる生態史観や、川勝平太が梅棹史観を下敷き
に論じた海洋史観など、人類の発展に複数の平
行的な経路を認める歴史観を意味する。一方で
西洋的歴史観とは、人類の発展を単線的に捉え
るマルクス的な歴史観、もしくは最終的に単一の
社会形態に収斂すると考える歴史観 1をいう。
本テーマは平賀（2019）でも取り組んでいる。
平賀（2019）では、Gerhard. G. Muellerを嚆
矢とする会計制度の国際的類型化研究は、異な
る複数の会計制度の発展を認める点に西洋的歴
史観との齟齬が生じているがゆえに、今日では
取り組まれることがなくなってしまったのでは
ないか、という仮説を示した（平賀 ［2019］, 
p.60）。だが同稿では、Mueller等の研究を擁護
することが論考の目的であるような内容になっ
てしまった上、非西洋的歴史観に基づいた場合
の国際会計研究の論点を必ずしも明確に示せな
かったのではないかと自省している。特に筆者
が長年取り組んできた発展途上国研究を非西洋
的歴史観の下での研究の中でどのように位置付
けるか言及しないままに終わってしまった。現
在筆者自身が抱えている複数の研究テーマを体
系的に進めていくためにも、旧稿の至らなかっ
た点を補うべく本稿に取り組む次第である。副
題を「今後のためのおぼえがき」としたのはそ
のためである。

2． 地球儀による疑似的俯瞰を通じた世界と
歴史の再認識

今、筆者の手元に地球儀 2 がある。この地球
儀は非常に良くできており、各大陸の地形にあ
わせ表面が隆起し、また気候帯ごとに色が塗分

1 たとえばフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』
などがこれに該当しよう。

2 株式会社渡辺教具製作所による「リプルーグル照
明付地球儀」を用いている。

けられている。なお優れていることには、内部
に照明が組み込まれており、電源を入れると内
部のライトが点灯し、地球儀全体がほのかに光
る。すると、国や州などがはっきり色分けされ
た形で浮かび上がる。すなわち、行政区分ごと
に目立つ色で塗り分けられた、子供のころから
慣れ親しんだ地球儀に変化する。
今、研究室の明かりを消し、地球儀の照明の
スイッチを入れ、普段見慣れた地球儀としてこ
れをしばらく眺める。その後、部屋を明るくし、
地球儀の照明を切り、地形と気候帯を表した地
球儀を見てみる。これを幾度か繰り返して感じ
るのは、地球上に人間が楽に住めそうな土地が
いかに少ないかということである。そのことを
顕著に感じるのは、ユーラシア大陸である。
ユーラシア大陸の東の端、ベーリング海峡を
臨むチュコト半島あたりに指を当て、そこから
左斜め下（南西）に向け撫でるように動かすと、
すべての指に表面の隆起をはっきりと感じるこ
とができる。ヒマラヤ山脈を越えたインドの内
陸は平らである（といっても、地球儀上のこと
であってまったくの平野ではないだろう）もの
の、そこから右下（南東）に指をずらせばタイ
やカンボジアからベトナムまで、左（西）に水
平に滑らせれば、パキスタン、イラン、イラク
を経てトルコまで隆起は続く。しかも前者は熱
帯雨林を示す濃緑、後者は砂漠地帯を意味する
薄茶色に塗られている。
要するに、ユーラシア大陸の東端から斜め下
半分は大部分が険しい山岳地帯ということなの
だが、では斜め上半分はどうだろうか。ウラル
山脈、スカンジナビア山脈以外目立った隆起は
ないものの、多くの面積を針葉樹林が占めてい
る。トルコからエーゲ海を越え、あるいはロシ
アからウクライナを超えると、地球儀は再び隆
起する。アルプス山脈である。大陸の西端であ
るイベリア半島もまた、少なからぬ部分が指に
凹凸を伝えてくる。
ユーラシア大陸を横断しながらあらためて確
認すると、「耕地帯」を示す黄色が比較的多く（す
なわち人間の田畑となっている面積が多く）、
かつ平坦な土地というのは、アルプスの北、フ
ランス、ドイツを中心とした地域の他、目立つ
場所は存在しない。緯度の高いこの地が「耕地
帯」なりえたのは、暖かい海流と偏西風という
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条件があったればこそであろう。そう考えると、
人間が安穏に暮らせる環境というのは、いくつ
もの条件が重なって初めて得られることを実感
する。
このように（まことに安易な疑似体験ではあ
るが）地球を俯瞰して思うのは、梅棹忠夫によ
る「文明の生態史観」の妙である。文明の生態
史観とは、梅棹が 1950 年代以降に公表した一
連の論考において表明された世界観および歴史
観 3 を指す。
梅棹は、日本列島とグレート・ブリテン島や
アイルランド島を含めたユーラシア大陸を西洋
と東洋という概念で分けず、その両端に位置す
る日本と西欧を第一地域、それら以外を第二地
域と分け、両地域での社会の生成・発展が根本
的に異なっていることを主張する（図表 1およ
び図表 2参照）。第一地域はいわば「温室」（梅
棹［2002］, p.125）であり、恵まれた環境の下、
社会内部からの力によって「自成的」発展を遂
げ、資本主義社会に至った歴史を持つ。対照的
に第二地域は「悪魔の巣」（梅棹［2002］, p.122）
と呼ぶほどに、厳しい自然環境を背景に破壊と
制服が繰り返された場所として描かれる。そこ
では、外圧によって「他成的」に歴史が動き、
自力による資本主義社会の芽生えは見られな
かったとことが指摘される 4。
梅棹は、自身が学術探検隊の一員として世界
を歩いた経験から生態史観の着想を得たとい
う。ならば生態史観を紐解くためには、それを
頭で理解するのではなく、自分自身も同様の体
験を通じ、感覚的に捉えることが大切であるよ
うに筆者には思われた。だが大らかだった昭和
の時代に比べ、令和の世は大学教授には世知辛
く、そのような冒険旅行はなかなかに難しい。
そこで思い立ったのが、地形や気候を再現した
地球儀による疑似体験である。種明かしをすれ
ば、まず生態史観あっての地球儀だったわけで
あるが、地球儀をなでまわし、つぶさに見るこ
とによって、ユーラシア大陸の大部分、たしか

3 これら一連の論考は、現在では梅棹［2002］とし
て編纂されている。

4 「自成的」および「他成的」（梅棹［2002］, p.429）
は梅棹［2002］のオリジナルの用語法だと推察され
る。ゆえに本稿でも鍵括弧付きでそのまま使用した。

に苛烈な環境の土地であろうことが想像でき
た。すなわち、生態史観を多少なりとも「実感」
することができたように思える。
以上は生態史観の世界観としての側面である

が、次にその歴史観についても触れてみたい。歴
史観としての生態史観の対立軸は進化史観であ
る。進化史観のもとでは、いずれの社会も同じ構
造のものに行き着き、現状での違いは発展段階の
違いとみなされる（梅棹［2002］, p.119）。それに
対し、生態史観では、主体と環境との相互作用に
より、社会は地域によって別個に、複線的に発展
する（梅棹［2002］, p.120）と考えられている。
さらに、第一地域に属する日本と西欧が、それ
ぞれ独自に平行的な進化を遂げたことを指摘し、
日本の近代化が西欧文明の輸入によって従属的に
もたらされたという、一般的な歴史観を否定して
いるのも、生態史観の重要な論点であろう。
そのような歴史観の下で、梅棹は、日本とい
う国は、すでに江戸時代に資源やインフラ、各
種技術の開発、行政・経済機構の整備、富の蓄
積、独自の生活様式や価値観の形成がなされて
いたがゆえに、明治以降の急速な近代化が可能
となったのであり（梅棹［2002］, pp.384-385）、
鎖国による遅れはあったものの、世界史におい
ては西欧諸国と同じ役割を果たす国であった
（梅棹［2002］, pp.217-218）ことを指摘している。

3．会計制度類型化研究再構築のための視座

筆者は、拙稿［2019］において、会計制度類
型化研究がすっかり廃れてしまったしまった理
由を西洋アカデミズムにおける進歩（進化）史
観に求めるとともに、生態史観に立って現状を
見れば、会計制度類型化研究を過去の遺物とし
て片付けるのは早計ではないかという疑問を提
起した。しかしながら、あらためて地球儀を前
に過去の会計制度類型化研究を思うと、
Mueller5 や Nobes6 に代表されるような、様々な

5 国際会計のパイオニアと言ってもよいMuellerはす
でに 1968 年に公表した論文で、会計の発達が当該
地域の経営環境と密接に関係していることを指摘
し、世界各国・地域を 10 種の経営環境に分類して
いる（Mueller［1968］, pp.92-95）。

6 会計制度の類型化に生物学の分類概念（綱、科、種）
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環境変数を用いた詳細な類型化の試みについて
は、はたしてどれほどの意味があったのか、と
も思えてくる。
生態史観によれば、資本主義が自生（自成）
した地域は、ユーラシア大陸の辺境の一部の地
域（第一地域）に過ぎない。ヴェーバーやゾン
バルトがいうように、簿記や会計が資本主義の
発展とかかわりの深いものである（ヴェーバー
［1972］, p.19; 木村［1949］, p.152）とすれば、近
代的な会計が自生したのも第一地域だけという

を援用したことで知られる。類型化に関する代表
的な著作に Nobes［1992］があげられる。

ことになる。この狭い地域に発達した会計を、
会計プラン・ベース型だ、法律ベース型（Nobes 
and Parker［2006］, p.65）だと分類したところで、
その違いは英語でいう same differenceになる
のではないだろうか 7。

7 また筆者はあまりに詳細な会計制度の類型化研究
を 見 る と、 フ ラ ン ス の 動 物 学 者 Bernard 

Heuvelmansが行った great sea serpent（大海蛇）
の分類（Heuvelmans［1968］, pp.537-573）を連想し
てしまう。Heuvelmans［1968］は、1639 年から
1966 年までの大海蛇の目撃情報を収集し、それら
をもとに大海蛇を 8 種類に分類した。その後、後

2002, p.197
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図表 1：「生態史観」におけるユーラシア大陸の簡略図

図表 2：第一地域と第二地域の特徴
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ただ、一つ same differenceでは片づけられ
ない問題も残る。それは、いわゆる英米型会計
の問題である。従来の国際会計論では、世界の
会計制度は大陸型と英米型に大別される。両者
は、会計の目的からして異なる（英米型会計制
度では意思決定有用性が最重要視される）点で、
互いにその体系を大いに異にしているのは間違
いない。英米型は、世界に少なくない英語圏の
国々に観察される会計制度体系として、大陸型
会計制度と並び立つ両横綱のように描写されが
ちであるが、生態史観に立てば、このことには
やや違和感を覚える。
大陸型会計の「大陸」とは、ヨーロッパの大
陸諸国を指す。つまり、大陸型会計制度とは、
生態史観の下で識別される第一地域・西欧の会
計制度ということになる。一方、米国を含め、
英語圏の国々のルーツは英国である。つまり、
英米型会計とはいうものの、それはユーラシア
大陸の西の端、西欧のそのまた端の英国に自生
した会計の希少種とでも言うべき存在ではない
のか。とすれば、なぜ英国に大陸諸国の会計と
は異なる “ 鬼子 ” が生まれ、大陸型と並び称さ
れるまでに成長し、普及したのか。生態史観に
立った会計制度類型化研究を考える時、英米型
会計の特殊性の認識した上で、その生成を検討
することが重要となろう。
その点で示唆を与えてくれるのが、一つには

「ジェントルマン資本主義」論である。ジェン
トルマン資本主義とは、Cain and Hopkinsに
よって示された英国資本主義観あるいは英国史
観であり、端的に言えば、英国資本主義の発展
の推進力を、貴族の蓄積資本とシティの金融お
よびサービス業が結びついた金融資本に求める
説である 8。換言すれば、このジェントルマン資
本主義観は、英国資本主義を「「投資型」とみ
なす」（姫野［1998］, p.15）ものである。金融
資本主義あるいは投資型資本主義とでもいう英

続の研究者たちによって別の分類が試みられたが、
それらは筆者も含めた一部の未確認動物学
（cryptozoology）マニアのための分類の様相を呈し
ており、大海蛇の正体の解明にはつながっていな
いように思われる。

8 ジェントルマン資本主義については、Cain and 

Hopkins［1993a, 1993b］に拠っている。

国資本主義の特徴は、大陸諸国との比較におい
て、独自の会計を生み出す環境要因として注目
に値するのではないか。
英米型会計に関してもう一つ取り組むべき課題

がある。それは、英米型会計がなぜ世界標準となっ
たかという問題である。国際財務報告基準
（International Financial Reporting Standards: 

IFRS）は、前身の国際会計基準（International 
Accounting Standards: IAS）の時代から「US-
GAAPの焼き直しと揶揄され」（広瀬［2010］, p.188）
るなど、英米型会計への近接が指摘されていた。
その理由として、そもそも英米の職業会計士が国
際会計基準委員会（International Accounting 
Standards Committee: IASC）9の設立に中心的な
役割を果たした事実をあげることもできよう。だ
が、筆者が問いたいのは、国際的な会計基準の音
頭を取ったのが、大陸諸国ではなく、また日本で
もなく、なぜ英米だったのか、その理由である。
この点については、Cain and Hopkinsととも
に、川勝平太の「海洋史観」がヒントを与えて
くれる 10。川勝［2016］によれば、西欧と日本は、
かつて海洋アジアに依存していた物資（綿など）
を、15～ 16 世紀頃には、前者はアメリカ大陸（海
外の植民地）、後者は国内で自給するようになっ
た（川勝［2016］, pp.203-206）。さらに19世紀に
入ると、西欧は産業革命により資本集約型の、
日本は勤労を通じた労働集約型の経済社会を実
現することで生産性を向上させ、海洋アジア依
存からの完全な脱却を果たした（川勝［2016］, 
pp.206-207）。川勝［2016］は、西欧の築いた経
済社会がウォーラーステインの「近代世界シス
テム」であるならば、日本の経済社会は「鎖国
システム」であるとし（川勝［2016］, p.204）、両
者を対照的かつ対等なものとして描いている。
近代世界システムの担い手は時の覇権国・英

国である。ここに英国資本主義の特性として海外

9 現 在 の 国 際 会 計 基 準 審 議 会（International 

Accounting Standards Board: IASB）の前身。
10 海洋史観について、本稿では 2016 年に刊行された
中公文庫『文明の海洋史観』に拠っている。川勝
の海洋史観は、誤解を恐れず短言すれば、梅棹の
生態史観に、西欧と日本による海洋アジア（中国
南部・インド・イスラム圏）との交易の視点を組
み込んだ歴史観・世界観である。
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への開放性・膨張性があるとすれば、それが会
計にも影響を及ぼしていることは想像に難くな
い。Mazower ［2012］は、国際連合・国際連盟と
は植民地を維持するために英国が主導して生み
出した機構であることを喝破した研究であるが、
同様の視座が国際会計研究にも必要ではないか。
それは、英国資本主義の国際的膨張性という文
脈の下で、会計基準のグローバル化を英米型会
計基準の国際標準化と捉える視座である。
さらにこの視座は、もう一つの課題の存在を
示唆する。英国と対照的な「鎖国システム」を
採った日本では、そこで自生した資本主義の形
も英国とは異なる可能性がある。川勝の海洋史
観も、その下敷きとなった梅棹の生態史観も、
西欧と日本の歴史を「平行現象」として見る点
に特徴がある。となれば、日本にも、そこで自
生した独自の会計がありうるはずである。とこ
ろが国際会計論の通説では、日本は大陸型会計
制度の国として類型化される場合が多い。その
理由は、明治期における大陸法の継受によって
誕生した商法が長らく会計制度の中核をなして
きた点に求められる（中村［2000］, pp.22-23）。
つまり、従来の国際会計では、日本の近代的会
計のスタートを明治期と捉える、換言すれば明治
期における歴史の断絶を前提として日本の会計が
考えられてきたことになる。しかしながら、すで
に江戸時代の商家において、すでに高度に発達
した会計実務が存在していたことは、小倉［1962］
や西川［1993］の研究を通じてすでに知られると
ころである。特に小倉［1962］は、中井家におい
て利益を幹部従業員に分配する会計処理が行わ
れていたことを伝えているが（小倉［1962］, p.257）、
これは役員報酬を利益処分とみなす考えに通底
する。山田［2015］によれば、この会計処理は、
英米と異なる日本の会計慣行として、戦後『企業
会計原則』策定にあたり大きな論点となった（山
田［2015］, pp.91-93）。このことを江戸時代からの
「連続」としてみなすことはできないか。できると
すれば、この「連続」を意識しながら日本の会計
史を辿ることで、日本自生の会計の存在を明らか
にすることはできないか。

4．発展途上国会計研究の論点

一方、資本主義を自生できなかった第二地域

においては、自生の近代的な会計は成立しな
かったと考えることができる 11。第二地域は、
一般的には発展途上国、近年では新興経済圏と
呼ばれている。筆者も長年発展途上国の会計制
度を研究してきたが、そもそも「発展途上国」
という言葉は進化史観に基づいたものである。
発展途上国における会計問題に関する研究の歴
史は古く、国際会計研究の黎明期から少なから
ぬ論文が発表されている。
そのもっとも初期のものに Brookner and 

Heilman［1960］がある。同論文は、当時米国
の 国 際 協 力 庁（International Cooperation 
Administration: CA）のプログラムとして、ニュー
ヨーク大学がトルコにおいて行った、会計教育
に関する支援についてリポートしたものである。
60 年代に公表された発展途上国に関する論考
は、経済発展において会計あるいは会計教育の
果たす役割の重要性に言及したものが多い。
以下の図表3から8は、国際会計の専門ジャー

ナルの草分けである The International Journal 
of Accounting誌（IJA誌）に掲載された発展途
上国に関する論文の本数を、テーマ別、年代ご
とに集計したものである 12。60 年代は掲載論文

11 もちろん、会計を貨幣単位による記録と広く捉え
れば、第二地域にもそれなりの会計が存在してい
たであろう。かつて筆者はマレーシアの中国系の
友人に「中国で独自に発展した会計はあるのか」と
尋ねたことがある。その時の友人の答えは「ある
と思うが、それは cash accountingだ」というもの
であった。つまり、それは収支計算的なものであっ
て、発生主義的な会計ではないと思われる。

12 1965 年に刊行された同誌の第 1巻第 1号から 2019
年の第 54 巻第 4 号までに掲載された論文（書評と
特定の論文へのコメントを除く）を対象として筆
者が集計を行った。特定の発展途上国を対象とし
た、もしくは発展途上国一般の状況について言及
している論文をカウントしている。論文によって
は複数のテーマを含むものも見られたが、筆者の
判断でもっとも重きが置かれていると思われる点
を当該論文のテーマとして分類している。また発
展途上国の概念については、論文発表時の当該国
の経済水準、あるいは論文の著者が当該国を「発
展途上」と考えた上で執筆しているか否かを基準
に判断している。いずれにせよ、筆者の主観的な
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図表 3：IJA 誌における 1960 年代の発展途上国会計研究一覧

図表 4：IJA 誌における 1970 年代の発展途上国会計研究一覧

数の 30%超が本テーマに関するものであり、発
展途上国研究は国際会計の主流テーマの一つで

判断を完全に排除できなかったことは否定できな
い。その点で、発展途上国会計研究のおよその趨
勢を見る資料と考えていただければ幸いである。

あったと言える。その後も、各年代の掲載論文
数の 20%前後を途上国研究が占めている点に鑑
みれば、本テーマが黎明期から一貫して学界に
よって取り組まれてきたことがうかがえる。
60年代には、全テーマの中で会計教育に関す

るものが最も多いことは特筆される。ついで多
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図表 6：IJA 誌における 1990 年代の発展途上国会計研究一覧

図表 5：IJA 誌における 1980 年代の発展途上国会計研究一覧

いのが、経済成長（発展）と会計との関係に関
する考察であり、80 年代まではこれらのテーマ
に関する論文はコンスタントに登場する。90 年
代からは記述的な研究は徐々に影を潜め、統計
的手法を用いた定量的研究が増えてくる。中で
も、株価関連性を含む市場分析研究や経営・会
計行動に関する論文が多くを占めるようになる。
詳細については別稿に譲るとして、このテー
マの推移をとってみても、研究者たちの歴史観
が分かるのではないだろうか。60 年代には援

助の対象としてみなされていた途上国が、今日
では先進国並みに市場が機能しているかどうか
検証の対象となっている。つまりそこには、発
展途上国のゴールは完全市場を備えた経済社会
であるという、新古典派的な単線の歴史観があ
るのではないか。
発展途上国に関する研究の中には、IAS/

IFRSなど、先進国（特に英米）の環境を前提
に設定された基準やそこでの実務をそのまま途
上国に適用することに否定的な見解を示すもの
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図表 7：IJA 誌における 2000 年代の発展途上国会計研究一覧

図表 8：IJA 誌における 2010 年代の発展途上国会計研究一覧

も少なくない。だが、それらとて、生態史観の
ような歴史観に裏打ちされているのかどうかは
定かではない。たとえば、IJA誌の掲載論文で
いえば、Samuels and Oliga［1982］は、多くの
発展途上国経済が政府主導で運営されることを

根拠に、民間部門の経済的意思決定有用性を志
向して設定された IASを途上国に導入するこ
との妥当性に疑義を呈している（Samuels and 
Oliga［1982］, p.80）。だが、Samuels and Oliga
［1982］が、そのような発展途上国経済の特徴を、
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経済発展段階における一時的な特徴とみなして
いるのか、あるいは恒久的な特徴と捉えている
のか、その本文からは定かではない。
生態史観の下では、第二地域を第一地域の途
上段階とはみなさない。資本主義社会の誕生を
牽引したブルジョワ階級の育たなかった第二地
域では、強力な指導者に率いられる社会主義・
共産主義社会の建設が歴史の必然であったと考
える（梅棹［2002］, p.129）。したがって、国家
主導の経済運営は第二地域における恒久的な特
徴となる。Samuels and Oliga［1982］が発展途
上国に馴染むとする公的部門の経済的意思決定
志向の会計（Samuels and Oliga［1982］, p.80）は、
社会や経済の発展段階に関わらず、常に第二地
域に適した会計ということになる。
一方で現実には、多くの発展途上国において

IFRSが採用または現地企業に適用されている。
この事実を踏まえれば、生態史観に基づく発展
途上国（≒第二地域）会計研究の論点は、まず
IFRSの採用や適用によって生じている齟齬を
明らかにすることであろう。その上で、そのよ
うな齟齬が生じているにもかかわらず、なぜ
IFRSが採用・適用されるのか、その非合理性
の説明が重要なテーマとなるのではないか。

5．むすびにかえて

最後に、進化史観・進歩史観といった西洋的
史観によらない、非西洋的歴史観をベースとし
て国際会計研究、とりわけ会計制度類型化研究
を再構築する場合の重要論点をあらためて明ら
かにすることで本稿を結びたい。
①近代的会計制度が成立した西欧にあって、な
ぜ英国に大陸諸国とは異なる体系の会計制度
が自生したのか。
②日本において自生していただろう会計はどの
ような体系のものであったか。それは歴史上
どの時点まで継承されているのか。
③英国の会計制度体系がなぜ国際標準化したの
か。なぜ大陸西欧諸国や日本の会計制度体系
は国際標準化しなかったのか。（いわゆる英米
型会計の国際標準化を必然とする視点が必要）
④本来不合理を生じるはずの発展途上国におけ
る IFRS（英米型会計）導入がなぜ現実には
進んでいるのか。（非西洋的歴史観に立てば、

発展途上国、先進国という表現を改める必要
もあろう）
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